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第６回松戸市病院運営審議会 会議録 

 

１ 日 時  平成３０年５月２１日（月） １４：００から１６：１５まで 

 

２ 場 所  衛生会館３階大会議室 

 

３ 出席者  ○審議会委員（五十音順） 

       東  仲宣 委員 

       石川 雅俊 委員 

       伊関 友伸 委員 

       近藤 俊之 委員（会長） 

       斎藤 康  委員 

       守泉 誠  委員 

       山浦 晶  委員（副会長） 

       ○松戸市 

       高橋 正剛 総務部長 

       石井 久雄 総合政策部長 

       宮間 秀二 財務部長 

       千石 秀幸 健康福祉部長 

       郡  正信 福祉長寿部長 

       木村 亮  東松戸病院病院長 

  田尻 雅子 東松戸病院副院長兼看護局長 

       加藤 肇  病院事業管理局長 

       岡村 隆秀 病院事業管理局審議監 

他、健康福祉部（健康福祉政策課及び地域医療課）及び病院事

業管理局（経営企画課及び東松戸病院総務課）の関係職員 

 

４ 欠席者  ○審議会委員 

鈴木 一郎 委員 

 

５ 会議内容 ○開会 

○健康福祉部長挨拶 

○議事 

○閉会 
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○事務局 本日は、お忙しい中お集まり頂きまして、ありがとうございます。 

定刻となりましたので、只今より第６回松戸市病院運営審議会を開催させて

頂きます。 

本日の司会を勤めさせて頂きます、地域医療課長の小嶋と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

開会に先立ちまして、健康福祉部長千石よりご挨拶申し上げます。 

○事務局 皆様こんにちは。お忙しい中お集まり頂きまして誠にありがとうご

ざいます。この病院運営審議会も６回目になります。途中、病院の視察が１回

入っておりますけれども、それ以外の審議会では６回目ということになります。 

前回は、いろいろ病院側からの説明をさせて頂きまして、さまざまなご議論

を頂き、ご指摘、又はご質問、いろいろテーマも頂戴しておりますので、それ

を取りまとめて今日、またご説明をさせて頂きたいと思っております。皆様方

の貴重なご意見を参考にですね、より良い松戸市病院事業の方向性を定めて行

ければなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

○事務局 続きまして、この４月の人事異動に伴いまして事務局職員に変更が

ございましたので、ご紹介申し上げます。 

総合政策部長の石井でございます。 

東松戸病院院長の木村でございます。 

東松戸病院総務課長の池田でございます。 

次に資料の確認をさせて頂きます。会議次第、委員名簿、席次表、それと資

料といたしまして「松戸市立福祉医療センター東松戸病院の役割り」、右上に「説

明資料」とある５頁もの、右上に「付属資料」とある５頁ものがございます。

資料に不足はございませんでしょうか。 

なお、審議中のご発言にあたりましては、誠に恐縮ですが、お手元のマイク

のご利用をお願いしたいと思います。 

それでは、ここからの議事進行につきましては、松戸市病院運営審議会条例

第７条第１項に則り、会長に進めて頂きたいと思います。 

会長、よろしくお願いいたします。 

○会長 それではさっそく始めさせて頂きたいと思いますが、まずは委員の

方々お忙しいところご出席ありがとうございます。 

まず、本日の会議の成立について、事務局から報告をお願いします。 

○事務局 本日の松戸市病院運営審議会の成立について、ご報告申し上げます。 

本日は委員より欠席のご連絡を頂いております。また、委員から後ほど遅れ

て見える旨のご連絡を頂いております。従いまして、委員総数８名中７名の出

席となっております。 

よって、松戸市病院運営審議会条例第７条第２項の規定による定足数の過半

数を満たしておりますので、本日の会議は成立することをご報告いたします。 
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○会長 次に会議の公開について伺います。本日の会議は公開になっておりま

すが、傍聴者はいらっしゃるでしょうか。 

傍聴者は７名ということでございます。本日の会議を傍聴したいということ

でございますので、これを許可いたします。どうぞ入って頂いて下さい。 

なお、これ以降の傍聴者につきましては、事務局の受付をもって許可いたし

ます。 

それではさっそく議事に入ります。本日は、先日の第５回でいろいろとご議

論、ご意見を頂きました。それに基づきまして松戸市立福祉医療センター東松

戸病院について事務局から報告をお願いします。 

○事務局 東松戸病院総務課の池田です。本日はどうぞよろしくお願いします。

今回は、今までの資料を活用させていただき、説明資料と付属資料の 2種類を

作成しました。 

それでは、お手元の説明資料「松戸市立福祉医療センター東松戸病院の役割

り」に沿って説明いたします。 

初めに左上こちらは松戸市の人口でございます。毎年 2,000 人ほど増加して

います。平成 29 年度は 49 万 4,733 人、65 歳以上の割合は 25.2％となります。 

次に、中央は高塚周辺の松戸市側の人口です。4地区で人口は 1万 9,900 人。

65 歳以上の割合は 24.6％となります。右側は高塚周辺の市川市側の人口です。

6地区人口は 3万 749 人で松戸市側より人口が約 1万人多いです。65 歳以上の

割合は 29.3％で高齢化率はかなり高い数字になっています。理由は大町に特別

養護老人ホームが 4施設あることです。 

次に外来患者、入院患者の現状です。 

左上は、外来患者の地域別です。平成 28 年度全体で 2万 3,256 人、東部地区

からは 1万 1,399 人と全体の半分の方が受診しています。右側は外来患者です

が、こちらは残念ではありますが毎年減少し、平成 28 年度は、延患者数は 2

万 3,256 人、1日の平均は 100 人を切ってしまいました。平成 25 年度から比べ

ると約 1万人近く減少しております。ちなみに平成 29 年度は 2万 2,978 人で昨

年度より 278 人減少しました。 

次に左側中段です。こちらは、入院患者の地域別です。平成 28 年度は全体で

5万 1,332 人、松戸市内からは 3万 8,717 人。そのうち高塚周辺の方は 6,655

人でした。 

次に右側の中段です。こちらは入院患者の医療機関からの申込みの割合です。

松戸市総合医療センターからは 29.1％、新東京病院は 11.9％、千葉西総合病院

は 12.1％、新松戸中央病院は 3.2％、その他医療機関 43.7％のうち 22％が松戸

市内の診療所等からの依頼となっております。東松戸病院は市内医療機関との

連携が大変重要で連携が命綱となっています。 

次に左下段。こちらは入院患者の年齢別の割合です。一番右側、平成 28 年度

は 65 歳以上が 88.6％です。 
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隣の表は平均在院日数です。平成 29 年度の合計欄は平均で 53.8 日です。平

成 28 年度より 3日程度在院日数が伸びました。 

さらに、一番右側（参考 2）入院日数を表した表です。先月 4月 30 日現在で

144 名の入院患者がおりました。91 日以上 120 日が 8.3％、121 日以上の入院の

方は 11.1％で合せますと約 2割の方が 90 日を超える長期入院となっておりま

す。 

ここで付属資料の 1ページをご覧ください。 

こちらは入院患者と外来患者の地域別と医療圏別を割合で表にしました。左

上、地域別の入院患者は平成 28 年度松戸市から 75.4％、そのうち高塚周辺の

方が 13％になります。市川市から 14.4％、合わせますと近隣から 90％近い人

が入院となっております。 

下段は医療圏です。東葛北部 78.4％、東葛南部 16％で合わせますとこちらが

95％になります。 

次に右上、こちらは外来患者の地域別です。平成28年度、松戸市内は77.1％、

市川市からは 16.8％合せますと 93.9％になります。下段は医療圏別です。東葛

北部は 79％と東葛南部は 17.7％合せますと 96.7％になります。 

この表からも外来、入院患者とも地域の方が中心で、違いは外来患者は高塚

周辺の住民が多く、入院患者は、二次病院からの紹介等がありますので市内全

域から来られていることです。 

次に付属資料の 2ページをご覧下さい。東松戸病院周辺の医療機関マップで

す。右側の四角の表ですが、東松戸病院の周辺 2ｋｍ以内に松戸市は 11 の診療

所と 16 の標榜科があり、市川市は 2つの病院と 16 の診療所 18 の標榜科があり

ます。更にマップの真中上段の東松戸駅周辺に 6診療所 9の標榜科と密集し、

診療所のほとんどが土曜日も営業しております。さらに、東松戸駅と東松戸病

院は道一本で 1.5ｋｍしか離れていません。車で移動すれば交通手段も特に問

題ありませんので、高塚周辺の住民の方にとっては受診しやすい場所と言えま

す。 

外来患者が減った理由にもなるんですけれども、国の政策でも外来患者を病

院から診療所に誘導していますので、高塚周辺はその政策が顕著に出た結果だ

と思います。 

次に説明資料に戻っていただき 2ページをご覧下さい。 

上段は東松戸病院の病床数の推移です。一番左、平成 25 年度回復期リハ 34

床、一般 144 床合せて 178 床でした。平成 27 年 9 月には念願だった緩和ケア

20 床をオープンし、一般病床を 62 床にし、地域包括ケア 46 床をオープンしま

した。次に、平成 29 年 1 月には一般病床 88 床、地域包括ケア病床 20 床に変更

し、現在に至っています。 

次にその下、入院収益ですけれども平成 25 年度は 11 億 8,800 万円です。29

年度は一番右側になります。14 億 5,700 万円です。収入については 29 年度と



 

-5- 

25 年度を比べますと 2億 6千万円増収になりました。但し 28 年度には病棟編

成のため看護師を増員しています。 

付属資料の 5ページをご覧下さい。こちらは東松戸病院の決算見込の表です。

一番上ですね。こちらは決算書に出る数字です。市からの繰入金が入っている

数値ですけれども。平成 25 年度は、黄色のラインです。当年度純利益 2千 700

万円のマイナス、平成 26 年度はマイナス 8千 600 万円、平成 27 年度はプラス

の 1億円、平成 28 年度はプラスの 2億円、平成 29 年度は決算見込ですがマイ

ナスの 9,800 万円となっています。 

ということで、これを見る限りでは収支が良いのか悪いのかという話になっ

てしまいます。そこで、一番下段の（3）の表をご覧下さい。こちらの緑のライ

ンです。平成 25 年度はマイナス 7億 5,000 千万円、平成 26 年度はマイナス 8

億 3,000 千万円、平成 27 年度はマイナス 7億 9,000 千万円、平成 28 年度はマ

イナス 6億 4,000 千万円、平成 29 年度は 5億 9,000 万円と収支はいずれもマイ

ナスではあるんですけれども、平成 25 年度から比べますと現在 1億 6千万程度

収支を改善すること、収支の幅を縮めることができました。これは先ほどお話

しました病棟編成の成果だと思われます。 

説明資料の 2ページにお戻り下さい。中段のビジョンでございます。左側に

は千葉県の地域医療構想で示されているものを 1から 4まで書きました。 

① 回復期病床の不足 

② 地域の実情を踏まえた病床機能の分化及び連携の推進 

③ 在宅医療の推進 

④ 公立病院の役割として、地域の特性に応じた中心的役割 

これらの地域医療構想に沿って東松戸病院の役割を考えるため、そのための

課題を四角の中に抽出しました。 

一つは人口の高齢化、一つは外来患者の減少と外来の診療科目の見直し、一

つは患者の在院日数が長い、一つは東松戸病院の資源の見直し、それと市から

の多額な負担金の見直し等の課題がありました。そして、東病院としてこれら

の課題を解決するために 4つを掲げました。ひとつは高齢者に対する入院施設

（一般、回復期リハ、地域包括ケア、緩和ケア）と多様な機能を持った病棟、

二つ目として在宅医療の支援と普及。現在、訪問看護は行っておりますが、訪

問診療は行っておりませんので訪問診療を充実させていくということです。三

つ目は介護老人保健施設梨香苑との連携で、これも実際に入院してきた患者さ

んと一体的に梨香苑を含めて考えていくということです。それから最後になり

ますが、健全経営、収益の増加と経費の節減です。これらの 4つを踏まえて下

の詳細計画を立てました。 

第一案 185 床は、前回の審議会で説明があったとおり 185 床で 4階の一般病

床 6床と地域包括 17 床の合わせて 23 床増で、条件としては看護師 12 名、リハ

ビリスタッフ 4名増員の案です。 
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今回新たに提出させて頂く第 2案は 162 床で、4階の一般病床全てを地域包

括ケア病床 60 床にする案です。それと同時に在宅医療の取り組みということで、

こちらを提案させて頂きました。この案を作った最大の理由は、今現在 4階の

一般病床 40 床は医療上は 15：1 で良いのですが、混合病床のため 13：1 で看護

しています。この看護体制を生かし、収益を上げ公立病院としての役割を果た

せる病床はと考えました。 

付属資料の 3ページをご覧下さい。都道府県別の地域包括ケア病床の届出病

床数（65 歳以上人口 10 万人あたり）です。 

左上が、全国平均です。全国平均が病床数 154.9 床。ただし、千葉県は約 60

床ほどで全国の半分も満たしていません。 

次の 4ページをご覧下さい。こちらは回復期リハ病床です。こちらは全国平

均が 235.1 床で、千葉県は約 220 床前後でこちらに関しては全国と同等な規模

であります。 

また、回復期リハビリテーション病棟協会の名簿を見ますと、東葛北部医療

圏には 652 床あり、松戸市 301 床、柏市 100 床、流山市 126 床、我孫子市 80

床、野田市 45 床と、松戸市は他市に比べ非常に多く回復期リハビリ病院があり

激戦地域といわれています。反対に地域包括ケア病床は、まだまだ不足し国も

政策として力を入れています。 

説明資料の 2ページにお戻りください。詳細計画の一番右側の表です。こち

らは疾患割合です。当院の病名ごとに割合を出したものです。平成 28 年度はガ

ンが一番多く 25.4％、次に骨折 12.6％、廃用症候群 11.4％、脳血管疾患 9.3％

です。前回の審議会で障害者施設等病棟のアドバイスを頂きましたが、そちら

についても検討したところ、15：1 看護体制では一般病床と入院基本料はあま

り差がありませんでした。ただし、対象疾患が 7割を超えれば約 3,000 万円ほ

どの収益になりますが、現段階では入院患者の 7割を超えることは難しく、現

状では 25％ですので、今後地域の状況や国の制度の流れを把握し、再度検討し

たいと考えております。 

 また東松戸病院は車椅子を利用する患者さんが多いのですが、建物が古いた

め業務の効率はよくありません。そこで一般病床の 4.3 ㎡を地域包括ケア病床

にすることで 6.3 ㎡になります。患者さん同士のスペースが確保され、医師、

看護師の業務効率も上がると期待しています。更に今回の病棟再編は、休床に

なっている病床を使用するため、改修工事の費用はかかりません。しかし県か

ら再三休床病床の返還を迫られていますので、使用しない病床を返還しなけれ

ばなりません。 

次に説明資料の 3ページをご覧下さい。こちらは病床編成の比較表です。一

番左が現行です。その隣が、185 床案、次が 162 床案、最後に 148 床案です。

点数につきましては、全て 4月改正後の点数で積算しております。 

185 床案は、4階を 2病棟にします。1病棟を地域包括ケア病床 20 床から 37
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床、収益では約 1億 7,000 万円、もう 1病棟一般病床を 40床から 46床、約 4,500

万円増、合計 2億 1,500 万円の増収ですが、看護師 12 名、リハビリ職員 4名の

増員が必要であり、合計で約 8,000 万円の支出となります。黄色のラインの収

支で、185 床の一番下、医業収支を見ていただきますと、こちらで約 4億 6,000

万円のマイナスとなります。 

次に隣の 162 床案です。こちらは地域包括ケア病床を 20 床から 60 床にしま

す。収入的には 4億 2千万の増、ただし、一般病床 40 床が 0床となり約 3億円

のマイナスです。それと、訪問診療 600 万円の増、合せて 1億 2千万の増。費

用については、ＭＳＷとリハビリ職員各 1名増するため 900 万円の費用がかか

ります。医業収支につきましては 4億 4,500 万円という数字になりました。 

最後にこちらの 148 床案です。3階東病棟の一般病棟 48 床を地域包括ケア病

床 34 床にする案です。こちらは平米の関係で 14 床減少します。ただし、ベッ

ドが減りますので看護師も減らすことができます。そうしますと、黄色の部分

で医業収支が一番右側のマイナスの 4億 9,600 万円ということで現行の 5億

8,000 万円より 3つとも数字は良くなります。ということで、今東病院にある

一般病床を何か機能的な病床にしなければならないという結果につながると思

います。 

続きまして４ページをご覧下さい。こちらのページは 162 床の 5ヵ年計画を

作成してみました。一番左は平成 29 年度です。黄色のラインですが、医業収支

は 5億 8,000 万円のマイナスです。30 年度は医療費の改正と市からの 4億の基

準外繰入金により医業収支は 5億 5,000 万円のマイナス、31 年度は 4階の地域

包括ケアを 60 床に編成し、ＭＳＷ1名、リハビリ職員 1名を増員し、合せて訪

問診療を行い、医業収支は約 4億円のマイナスとなります。今後、訪問診療、

地域病院及び診療所との連携等を充実させ、同時に高塚周辺地域のニーズにあ

った外来科目・外来診療などの検討を進めていくことで一番右側、平成 35 年度

には医業収支が3億1,500万円程度のマイナスに抑えられるのではと考えます。

しかし、まったく黒というわけにはなかなか難しい状況ではあります。 

次に 5ページをご覧下さい。こちらは 162 床案で更に 3西の回復期リハ 34

床をリハビリ強化型にする案です。こちらも一番右の 35 年度、中段より少し上

の回復期リハ入院料 2を算定。看護体制は 13：1、リハビリを 365 日行うには

リハビリ職員 13 名程度の増員が必要になります。一番右側の黄色のラインで、

マイナス 3億 1,300 万円ということで、今の段階ですと、うちの場合は強化と

それほど金額的には差がないので、今後、国の政策を注視していきたいと思い

ます。 

私からの説明は以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

東松戸病院の経営数値ですとか患者の動向については、これまでの資料を出

していただいたわけですが、今回、それを必要なところを取り出して、自分の
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病院に来ている患者の状況、それから地域の医療機関、千葉県医療構想、又は

全国的な病棟の状況、そういうものを踏まえて、今後、数年間の目標というか、

ビジョンというか、又は病院の経営の方針について、まず、説明をしていただ

いた。 

それを前提に病棟の再編、リハビリ強化云々という形で、現在、29 年度は決

算見込から、どのぐらいよくなるだろうかとか、こういう話だった。 

そこで、まず皆さんのご意見、またコメントをいただきたいと思いますのは、

この東松戸病院が前回も市のほうから話が出まして、それから状況がすぐにな

くなるということではございませんが、今後数年間、どのような病院になって

いくのか。２月に七日市病院も視察いただいて、それを踏まえてのことだと思

います。 

まず、この資料でいきますと２枚のところで今後の東松戸病院、表現等もご

ざいますが、これについて何か改めてここを強調すべきだ。又は、これが足り

ないというようなことがありましたら、ご意見をいただきたいと思います。 

どうぞ。 

○委員 傍聴の方もいらっしゃるし、確認なのですけど、２ページの詳細計画

第 1案と第２案、第 1案は 185 床、第２案は 162 床で、これは現在の建物の一

部、今閉めてあるのを全部開ける。地域包括ケアのほうが一般よりも病床の面

積が広くとる必要があるので、今のを有効に全部利用すると 162 床が現時点で

は上限だ。それに応じて、例えば、地域包括ケア病床 60 床に必要な人を配置す

ると、ＭＳＷ１名、リハビリスタッフ１名の増員と、地域包括ケア病床のこれ

は２から１を取得して高いほうを取る。その収益を改善するということでよろ

しいでしょうか。 

○事務局 ほとんど、そのとおりなのですけれども、４階の西に３部屋だけ余

ります。それを、もし開けた場合には２病棟をつくらなければいけないので、

そうすると、また、スタッフステーションとか、看護師の増員等いろんな部分

の問題が出てきますので、今、言ったように、一般の 40 床を地域包括にするの

に 30 床になってしまいます。 

ですので、今、あいている病床に地域包括を 10 床つくらなければならないの

です。ただし、確かに、病棟は３部屋あくのですけど、それを、その３部屋使

ったとして、あと、地域包括ですと 10 床ぐらいしか、10 床いくかいかないか

です。 

ですので、そこはもう目をつぶって、先ほど１病棟 60 床でやるというふうな

案です。 

○委員 世の中の流れからは地域包括ケア病床が不足しているし、これを入れ

たほうがいいのだろうなという感じはするので、60 床はいいかなという感じは

しています。 

もう一つ、気になるのが、１ページの右の一番下の端なのですけども、入院
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患者の動向でどうしても高齢者の方、参考２ということで61日～90日、12.5％。

91～120 日、8.3％。121 日以上が 11.1％。参考１でもあるように、やっぱり、

算定要件が 60 日から疾患によっては、それを超えるという話もあるのですけど、

この 60 日超えの患者さんをどう対応していくかってものすごく難しい話で、老

健の梨香苑さんだとか、さらに転院というのもなかなか受け入れ先もないと思

うので、ここの患者さんの受け入れ体制を考えることが、やっぱり収益改善に

つながってくると思うので、そこは何か考えがあるでしょうか。 

○事務局 今、言われたように、一般病床が割合長い患者さんがいるのです。

ですので、これに関しては、いわゆる梨香苑との連携と、それから今まで訪問

診療をしていませんでしたので、在宅というのはなかなか難しかったのです。

ですので、その辺の在宅に帰すというのも今後の東病院のあり方なのかなとは

思っております。 

○委員 そうしますと、先ほどお示しいただいた付属資料の１の左上の地域別

患者利用者構成比（入院）というところがありまして、平成 28 年度が松戸市内

が 75.4％ということで、そのうち口頭で高塚周辺が 12％ということですよね。 

そうすると、在宅ケアの病棟入院管理料の１を算定するには、在宅復帰率が

70％以上ですよね。ですから、梨香苑とか入れられないですよね。 

そうすると、それは訪問診療とかということで解決されるのだと思うのです

けれども、高塚周辺が 12％ですから、それ以外の、もっと遠いところ等に在宅

をつけていかなくてはいけないというような理解でよろしいでしょうか。 

○事務局 今のところ、そうならざるを得ないとは思います。ただ、その辺は、

東病院の 162 床というキャパが、例えば、２人その地区に出た、そして１人は

東病院で何とかするけれども、１人はその地域の診療所の先生にお願いする、

全て地域に任せたり、全てうちがやるのではなくて、その辺は、今、医師会さ

んのほうでも在宅やっていますので、連携をとらせていただきたいなと思って

おります。 

○会長 よろしいですか。委員にお聞きしたいのは、ここの関係なのですけど、

最初にこの病院が２枚目のところで、この地域で、地図を見ますと本当に、半

分、高塚地域と松戸市、半分、市川という真ん中にあるわけですが、診療所も

こうあるわけですから、よくご存じだと思いますが、この辺での外来、つまり、

外来診療、それから、病院として診療所から受けるとか、この辺の病院の向か

う方針、そういう位置、役割づけとか、それについてはどうなる、先ほどの発

表をお聞きされまして、どうお感じになられたですか。 

○委員 お示しいただいたように、慢性期に特化せざるを得ないというところ

が現状だと思いますけれども、一方で外来の利用者構成ですと、松戸市内

77.1％で、ほとんどが周辺の患者さんということでありますので、それがその

慢性の病院の中で外来をやるかどうかは判断、難しいところだと思いますけれ

ども、基本的に、一部、緩和ケアが存在していますけども、慢性の病床、特に
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地域包括ケア病棟１を算定できるんでしたら、その病床を増やすということで

収益を上げて、少なくとも繰り入れのお金を減少させるということでは、ある

程度、存続の意味があるのかなというふうに理解できる。そういうふうに考え

ます。 

○委員 これは、来週以降に梨香苑の話のときにあれなのですけど、要は、60

日以上をいかに減らしていくかというのが収益改善にやっぱり影響してきて、

今、介護医療院というのが４月から出てきて、私もしっかり詰め切ったわけで

はないのですけど、基本、介護医療院だと自宅扱いになって、いわゆる、長期

入院の人の受け入れ先になるので、それで今、老健が雪崩をうって介護医療院

に転換し始めているところがあって、これ国のほうも、石川さんかなり熱心に、

日医さんもやっているので、結構、当面はいいかな。 

介護療養病床一部やっているところが実際にはあるのですけど、そこからの

転換だと、今度は交付税措置の対象外になるので、これはできないのですけど、

逆に老健からはありかなとは見ているので、これ、次の制度をちゃんと見て検

討の余地はあるかな。 

恐らく、これから 5,000 万、1 億、収益改善していくのは長期入院患者さん

を帰す、本人の不安をちゃんと解消しつつも、適切に在宅だとか地域に戻って

も、又は違うルール上で一番可能性のあるところに移ってもらうということに、

物すごく配慮していくということが必要な時代にはなっているので、そこは次

回以降、検討してもらえればなと、記録 61 日、91 日、121 日以上の入院の方に

どう対応するのかと。 

○会長 次回、梨香苑の少し実情と、今後の梨香苑にも関係するのですけども、

ここ、東松戸病院もご指摘ありましたように、長期入院の方々、これがどんな

ふうな方々なんだろうかということになります。 

同時に、今の老人保健施設がたしか大体長期にいらっしゃるわけですが、老

人保健施設というのが性格的に幾つかに、当初とは違って分かれてきて、看取

りもすると言いながら介護医療院のように居宅扱いでないとか、やや、ほかと

比べて性格が曖昧にはなってきてはおりますが、患者さんというか、利用者の

立場、又は、行政上どういうふうにしているのかということを含めて、次回は

梨香苑のところで、梨香苑と東松戸病院というのは、多分、一体で今後は考え

ていかなければいけないので、ここ数年の間に老人保健施設梨香苑のほうをど

んなふうにしていきたいのかということを、委員のご指摘がありましたように、

少しお考えを出していただきたいということでございます。 

○委員 今の追加なんですけども、まず、先ほども長期の入院の方というのは、

この前までの議論でそうは言ったとしても、この方たちのかなりの部分は実際

に松戸市の中から来られてくる方なので、それなりに、現状としては、そうい

う方を主として受けているという社会的な意義としてはあるのだというところ

が、まず 1点。 
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それからもう一つは、環境のところで単純に、これ 65 歳以上がどうのこうの

とあるのですけど、今、僕が出ている内閣府高齢者白書とか、そういうところ

で見ますと、65 歳以上どうのこうのということにプラスして、65 歳以上の方の

生活の実態と言いますか、家族の構成が確実に変わってきている。 

例えば、昭和 55 年から平成 27 年までの比較をした場合に、男女ごとに違う

のですけども、65 歳以上のひとり暮らしの人というのが、10 倍も増えてきてい

る。高齢者が増えているというだけでなくてひとり暮らしの方が増えているの

だということが白書の中に書いてあります。 

ですから、地域の中での在宅どうのこうの議論をするときには、やはり生活

状態、ひとり暮らしになっているのか、それとも家族といらっしゃる形なのか

というのを、もう少し統計的に入れていただくとこの方向性としてはいいので

すけども、よりいいのかな。 

実際にこの計画の５年間という中では、訪問の部分がこのぐらいの割合で増

加をしていきますということが出ていますけども、それの根拠づけとしても、

そういうところの議論が大事になってくるのかなというふうに思います。 

あとは一般向けの人で考えると、こういう形に移行した場合にＭＳＷはどう

いう位置づけなのでしょうねというところは、少し加えてあげるといいのかと

いうふうに思います。 

以上でございます。 

○会長 ほかに、いかがですか。 

○委員 先ほどの伊関先生からのご発言に関係してくるのですけれども、地域

包括ケアを増やすとなると、それは国の要請でもあり、医療経済的にもいいわ

けです。 

しかし、在宅比率を確保しなければいけないということで、それをどのよう

に開始するかということが議論になりました。梨香苑については、今後、話し

の対象になるわけですけど、梨香苑を仮に介護医療院に転換した場合、現在、

50 床しかございません。 

それで、介護医療院というのは、その先まで考える必要があるわけです。終

の棲家としてもよろしいというようなルールがあると思います。ただし、梨香

苑の場合はそうではないわけです。 

ですから、介護医療院にかえて終の棲家にした場合に、50 床では難しいし、

たちまち満床になってしまう。それで循環が考えられませんので、50 床の梨香

苑をそのまま介護医療院にかえるということは、それだけでは通用しないのか

なという。 

つまり、50 床ではなくて何らかの増床を、100 床にするとか、そういった可

能性も考えていかないといけないのかなというふうに感じるわけです。いかが

でしょうか。 

○委員 そのとおりだと思います。要は、特に梨香苑については現状維持とい
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うのではなくて、トータルとして松戸の高齢者の方が行き先を見失わないで、

ある程度のルールに基づいて生活ができる。また、医療介護がニーズをちゃん

と満たせるというような、かつ、収益性も確保するみたいな、いろんなものを

踏まえて方針を考えていただきたい。 

だから、最初からいうと 50 床ありきではないかもしれないです。経営規模を

考えると 100 床ぐらいないと実はスケールメリットがないのかなとも感じます

し、その辺、議論していただいて検討していただければなというふうには思い

ます。 

これは結論なんか私もなくて、いろいろ検討していただいた結果を見て、ま

た、私も勉強させていただきたいなというふうに思っております。 

○委員 あと、２点ほどあるのですけど、先ほどの長期の医療機関の話が出て

いましたけど、高齢化に伴って、つまり、東松戸病院周辺の病院・診療所の先

生方も高齢化してくる。 

そうすると、今の数の中で十分に診療科がそのまま後継ぎがいて維持ができ

るかどうかということを、先生方が今どういう状況かというのを、うまく見据

えて協調していくようにされたほうがいいのかなということ。 

それから、先ほども出てくる梨香苑のお話がそういうふうに変わってくると、

今、政府で議論をしているような、少し患者層が少し違うのかもしれないです

けど、ＣＣＲＣの考え方も何か少し入ってくるかもしれないなというふうに思

います。以上です。 

○委員 これは医師会のご意見をいただくことになると思うのですけれども、

ただいま、医師の高齢化についてお話がありました。その医師の高齢化、いつ

大変な問題になるのか。あるいは 2040 年になりますと、今度は患者さんのほう

が減ってくるという考えもあります。 

それで、医師の高齢化と患者さんの減少と駆けっこのような状態、その辺の

タイミングについては、医師会としてはどのようにお考えなのでしょうか。 

○委員 僕からはちょっと答えられるような資料は持っていないですけれども、

確かに、医師の高齢化も進んでいますけども、一方では、松戸市は比較的若い

30 代、40 代の先生方も開業する先生も増えてきておりますので、地域の偏在は

来るかもしれませんけども、数的にはある程度若い人も増えていって高齢者が

減った分もある程度は補完できるかなというふうに。 

現状では、先のところまでシミュレーションできていないのかわかりません

けど。 

○会長 東松戸で、先ほどからありますように、今後で言えば梨香苑というよ

うな、どうするかというのがございますが、当面この、先ほど出していただい

た数値でいきますと 162 床、それから 185 床になりますけど、そんなに数値と

しては変わらない。 

一つ少し気になりましたのは、162 床でいくとなると、もともとが許可病床
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が 198 床でしたか。そうすると、県のほうから病床を返還せよと言われる。既

に今でも言われているかもしれませんけど、これはどんなふうに、最近の千葉

県の例で返還をさせられた例とか、そういうのがあるのですか。 

○事務局 病床返還については、実は担当者レベルでは毎年、メールでどうす

るのですかと県から来ています。 

 昨年、審議会ができましたので、今、審議会に諮っていますので、その結果

が出ましたら、それ相当の対応をさせていただくという話をしていますので、

こちらのほうで答申が出た時点で、私ども県のほうに挨拶に行って、どういう

ような対応をとったらいいかというのを、聞いてこようとは思っております。 

○会長 次のコメントに関係すると思うのですけど、現在は 198 床です。老人

保健施設が 50 床。そうすると、当面すぐに増床するとか、198 いっぱいに使え

るとか、建物の問題とか、先ほどの看護上の問題はあるのですけど、50 床は 50

床である。 

全体で 250 近くあって、これを将来、５年、10 年、それから 15 年ぐらいの

間のことを考えるということで、こちらとして今多分そうなりそうにもないな

ということで、多分、そう思いますが。 

○委員 県もいろいろ建前上は言ってくるけど、例えば、建てかえをするとき

は経営規模的にも 199 床まで、要するに、増やすことだってありだと思うので、

１回減らしたら、また増やすのもありなのですけど、やっぱり、それは手続が

非常に面倒であるので、例えば審議会で将来の建てかえのときは、恐らく高齢

者の需要からすると 199 でも十分にいけると思うし、また、スケールメリット

もあるので、できれば 199 で将来的には病床を開けるべきだけど、今はただ、

建物の現状の条件では 162 にしておいたほうが適当だという話だと思うので、

無理に返上をこちらからすることはないような気がしますけどね、 

○委員 多分、同じことだと思うのですけれども、現在、介護医療院の増床を

考えていますので、結果はしばらくはお待ちくださいというのは極めてリーズ

ナブルではないでしょうか。 

○会長 委員、既に資料ごらんいただけたと思いますが、基本は私ども、ここ

が今すぐにどうこうというのではなくて４、５年、ここの計画を見て持続可能

なのだろうか。 

もし持続可能でないとすれば、早急に私どもとして何らかの方針を出さなけ

ればいけないけど、ということで、今回出していただいたのは、このところ、

一昨年より昨年度のほうがよくなってきて、この数値を見ていただいておわか

りになるように、収支率はよくなってきている。 

今後、あとの４、５年は何とかよくなりそうだ。これであるならば、まずは

この状況を進めていいのだろうかというところが、皆さんのご意見をいただき

たいということになっています。 

その辺を含めて、何かありますか。 
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○委員 すみません、遅れてきてしまいまして。会長から今ありました持続可

能というのを、どんなふうに定義をされるのかというのも確認をしたいところ

ではあるんですけれども、現状、５年の事業計画でも５年目で事業収支が何か

プラスになっているのがなぜなのか僕にはよくわからなかったのですけど、医

業収支だとマイナス３億が、事業収支のプラスになっている。 

そこの説明も聞いてはみたいのですが、前回の審議会で宿題になっていたと

ころが、今日既にもうご回答されたのかもしれないのですけど、例えば、障害

者のあたりとか、あと、外来検診をどうするかみたいな話とか、その辺でもう

回答されていたらいいですが。 

○会長 障害者はやってみたけど、それほど患者の確保できるかどうかで、外

来は少し先ほど、外来患者が減ってきているということで、もう少し先ほど委

員なのですけど、外来機能はこの上どうするか。病院が少し明確にしたらどう

かと思いますけど、それはいかがですか。 

○事務局 外来機能は、今後、回復期・慢性期を考えれば、今ある内科・神経

内科・整形は必要性はあると考えています。ただ、今、週に１回の診療が、当

院では多いので、そちらに関しては、もう、ある程度考えていかなければいけ

ないのかなとは思ってはいます。 

○会長 これは、いずれはっきり、ここの入院機能はかなり明確になってきて、

それでも長期患者さんをどうするか。どのような患者さんがいて、これは梨香

苑とは関係は出てくるのですが、外来機能については改めてどういう患者さん

がいて、どうなんだと、それで診療科としてはもうこれはどういうものに集中

する、何を切れというのではありませんけれども、どういうものにやっぱり、

もっと近隣の診療所あるわけですから、そことの関係でどうするか。 

先ほど、委員から出た検診というのは、ここでやるのは果たしてどうなので

あろうかというのは、やっぱり出してもらうと考えられる。私どもとしては数

値を見て、数値がなくては私ども判断できないので、何らかの外来患者さんの

状況がわかるようなものを、一度出してもらったらいいのではないかと思うの

です 

よろしいですか。 

○委員 付属資料の２で２キロ圏内の診療所、病院がプロットされているわけ

ですけれども、外来を見ると多分、これ、市川の医療機関のほうに多分通って

る方が多くて、それ以外の人たちが若干ここに来ているというような意味しか

読み取れなくて、松戸市の市内全体から言うと、結構、市境なところがあるの

で、通常、今も病院では患者さんの減っている状況も、先ほどお話ありました

けれども、そういう病院でここはやっぱり周辺の市川市内のほうに外来患者さ

んが行っているので、どうしても病院としての外来の機能は、なかなか難しい

かな。 

○委員 外来機能ですけれども、例えば、東病院というのは眼科の先生がいま
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せん。泌尿器科の専門の先生もいないと思うのですが、もちろん、婦人科もい

ない。そういった専門的な外来機能については、それぞれ専門の医療機関がす

べきではないかと思うのです。 

 もし、東病院に外来の必要があるとすれば、退院して間もない人の短い間の

フォローアップ。そういうところは残ってくるだろうと思います。 

○委員 暦年で、説明資料 1ページの地域別もあるのですけど、診療科別も別

途で資料出すと、恐らく、もう、今だと内科が中心ですよね。 

内科が減っているのか、それとも非常勤で来てもらっている人が、患者さん

少なくなって減っているのか、その辺診療科で見ないとちょっと言えないかな。

ただ、少なくとも急激に減っていることは確かなのだけど、何を残すのかとい

う。 

全く外来やめちゃうわけにも恐らくいかないと思うし、今の、現有スタッフ

でどのぐらいのことができるのか。かと言って、例えば人数的にほとんど患者

さんがいない非常勤の先生については、今までどおりというのも、なかなか厳

しくなってくるかもしれないし、そこはいろんな、憶測ではなくて患者さんの

外来診療の現状と、患者さんの現状について診療科で整理されたほうがいいの

かなと思います。 

○委員 その結果を見ていただいて、やはり非常勤の患者さん少ないところは、

医療センターのほうにシャトルバスで運び受診するということも当然考えられ

ると思うので、やはり、専門性があって患者さんが少ない科については考えな

ければいけないのかなと思います。 

○委員 もう一つだけ。その一方で今聞いたのですけど、総合医療センターの

外来は逆に多過ぎるような感じもするので、逆に、誘導できるのか、できない

のかもわからないですけど、そこの外来のあり方みたいなのは、総合医療セン

ターも含めてちょっと議論しないと。総合医療センターに行けと言ったら、今

度は総合医療センター今度は大量の患者さん、外来がまた増えてきているはず

なので、そうしたら今度は外へ行けと言われるかもしれないけど、どこへ行く

のという話もあるので、そういう、ひょっとすると総合医療センターの外来患

者さんを少し誘導するというのもあるのかもしれないし、そこのところは私よ

くわからないので、トータルでぜひ考えていただければ。少なくとも現状の診

療科別の患者の状況、医師の診療の状況についてはちゃんと整理されたほうが

いいと思います。 

○委員 今、話がずれるのかもしれないのですけれども、伊関先生にお聞きし

たいのですけど、とにかく今は老人の医療と言っていいか、今、話されている

ような内容が、本当に、やはり、同じように続けてやっていかなければならな

いんだということが、医療上においても、保険のシステム上においても続くの

かどうかということに、実はちょっと疑問があります。 

そういうことが続けばいいのですけど、では、我々がこれからやっていく医
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療というのは、どういうふうに評価されるかということも大きな問題でないか

なというふうに思います。 

例えば、そこに住民がどのぐらいいて、その地域だけで 75 歳以上が幾らいて、

そこの疾患がそのリスクがどれぐらいで、そうするとその人たちが、高いケア

を受けていくというのはどのぐらいの比率だ。 

そうすると、我々の病院は、これらの人口に対して、どれだけコントリビュ

ート（貢献）しているかというようなことというのは、急性期疾患と少し違い

ますけれども、数でわかることではないのかなと思うのです。 

そういうふうなことが今後も続くし、続いていくのではあれば、今の医療の

現場は非常に重要である意味も持っているだろうと思うのですけど、何かこう、

先ほども、ちらっと聞いたように、地域包括ケアでも少し私は不安もあるので

すけど、そのあたりというのは、どういうふうに考えていけばよろしいでしょ

うか。 

○委員 非常に難しいですね。ただ、医療制度自体は昔のような政治力で決定

されるというより、どちらかというと、データに基づいてＤＰＣだとか、いろ

んなデータに基づいた議論が大分なされてきているようになってきているのか

な。 

それを今度は地域レベルで話し合いをするというのが地域医療構想ですし、

それも構想をつくれば終わりではなくて、ローリングしなさいということで、

毎年話し合いをしている中で、少しずつ役割分担が精緻化されていくのかなと

は思っています。 

その中で、２つあって、国の政策を一歩先に読んだほうが診療報酬的にはよ

いですし、ここの前提は、今、国の言うことを全く聞かないと繰出金がどうし

ても多く出る。税金としてちょっと見逃すことができないレベルのお金が投入

されてくるというのは一方で問題もあるので、そこの、いつはしごが外される

かもわからないというのは十分理解できるのですけど、それでも、一歩先を読

んだ上での政策対応していくことが、一番税金投入も少なくなるし、患者さん

のためにもなるのかなというふうには思っています。 

○委員 ありがとうございます。 

○委員 少し今のつけ加えなのですけど、確かに、今の、例えば国民健康保険

とかのヘルスデータというと、ビックデータを使ってどういう状況で、どうし

ているから、医療費を減らすためには、このデータをどういうふうにやってい

ったらいいのかなということを、ここ１、２年ぐらいから盛んに言われ出して

動いていますし、今のこの方向というのは先ほどおっしゃったみたいに、制度

と方向に乗ったほうが報酬上は有利になるのだということがありますけども、

ただ、その一方でビックデータというのは、必ずしも因果関係を明確にしてい

るわけではなくて、あるところでは逆に病院の少ないほうが健康であったとい

うようなデータも出てきていて、逆に病院があるから逆に患者さんが来て、そ



 

-17- 

れで医療費が発生して、そのバランスが悪くなって赤字になっている部分もあ

るのではないの、ということも最近は言われていて、かえってないほうが、み

んな頑張るのだという部分もありますけれども、そこは、あくまでもビックデ

ータが因果関係を示したわけではないと思う。 

ですから、導き出す方法としては、こういうふうに見ていって、その一方で、

今も斎藤先生の貴重な意識と言いますか、そういうところも頭に入れつつとい

うことがいいのかなというふうに思います。 

○委員 今、地域医療構想の話が出ましたけれども、７月に東葛北部の地域医

療構想調整会議が、多分開かれる予定になっておりますので、多分、前回積み

残しされた公的医療機関の役割が主な議題になろうかと思います。 

前回の何年か前の市立病院の役割を、多分、その会議で話をしていただいた

と思うのですけれども、この先はやっぱり医療センターもできましたので、そ

れとやっぱり、東松戸病院の関係性も含めて公的医療機関の役割ということを、

もうちょっと詰めてお話を、その場で詰めていかれるのではないかというふう

に考えておりますので、ぜひ、よろしくお願いします。 

○会長 今、非常に医療センターのこともありますが、今回はここの中で長い

治療を見てきての一つ参考になるというのは医療センターというか、本院との

関係、それが今回触れられていないんです。 

運営についても、その辺を少し、来年以降どうしていくのか。全く独自で、

今、別々でいっているわけです。確かに、患者はだから 20 数パーセント来てい

る。これも減ってきているということで、人的には、今回、院長が医療センタ

ーから来られましたけれども、基本的にはあまりそれぞれ別々に採用されて人

事権がそれぞれあるというようなことを、コメディカルも含めてです。 

これについて、いろいろなことをここの中で考えるというようなことを、ち

ょっと出してもらったほうがいいではないかと思います。 

 それから、今の地域医療構想でございます。医療センターの課題ははっきり

していく。では、この東松戸は医療センターとこの部分があるから切り離せな

いと思うのか、いずれそういうことになるというのか。運営上、まずはどのよ

うにするか、この辺は出してもらいたいと思います。 

 これについて、医療センターに何かお願いしておくところございますか。よ

ろしいですか。 

○委員 医療センターは建てかえをして、私もこの前訪問させていただいて、

病床利用率がめちゃめちゃ上がってきていて、まだ閉めているところもありま

すけど、これ、空ければ空けるだけ実は患者さんの吸引力が増えてくるので、

その後の行き先どうするのという問題が必ず出てくるので、今まではどちらか

というと、子どもは強かったけど、大人はまあ、それほどというところなので

すけど、だんだん、全体が充実してくると必ず行き先というのを持っていない

といけないので、そうすると、今まで以上に連携しないと済まないところはあ
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るのかな。 

その行き先の病床として、今の想定している病床が本当に正しいのか、いい

のかどうかも、もう一回、ちょっと今の議論だとあるのかもしれませんね。 

ひょっとすると一般病床で先ほどの１もありなのかもしれないというのもあ

ります。その辺、東松戸病院さんと総合医療センターの関係、１年後、総合医

療センターが本格稼働したときのいわゆる患者の流れを考えられたほうがいい

のかなという感じはします。 

○会長 それから、私のほうから補足で、先ほど委員からサステナブルって何

だよという話があったと思うのですが、今、私自身がこの中で資料の説明を聞

いていて考えているのは、数字的によくなってきたんですけども、それが実行

可能性があるのであれば、確かに４年後でも５年後でも医業収支で 85％ぐらい。

これは確かに民間レベルからしたらとてもではないけどサステナブルではない。 

ほかの自治体病院で見ますと、なかなか慢性期、ひとつずつ比較するには余

裕がありませんけど、85%ぐらいあれば何とかいいのかなという見込みでありま

す。 

それがとても実現可能性がないのであれば、早急に私どもとしても、これは

とても無理だから直営以外と言いますか、考えるべきではないか。場合によっ

てはルール違反ではないかということになりますが、ここまで出していただい

た資料でいくと、あの地域において運営基盤、また一部外来機能が必要である

ということになると、やめろという議論にはなりそうにない。 

ということで、今回出していただいた皆様のアドバイス、実現可能性のある

数値なのかどうか。粉飾とは言いませんけど、粉飾計画であっても困るわけで、

そこを見ていただこうということが１点です。 

それから、その先、これは直営の自治体病院としてあるべきかどうかという

議論は今できるかどうかというよりも、できなくもないですけど、今、この数

字を見ると 2019 年から 2020 年、来年、再来年の数値を見て、2017、18、19、

20 と見て、これがきちっとやられているかどうかということです。 

数字的にいろんな運営の問題ももちろんありますが、経営数値でそれがきち

んとできているかどうかというのが非常に重要であって、それも 2021 年ぐらい

で見て、同時に、そのあたりで、きょうはあまり議論しておりませんが、あそ

この病院もやっぱり老朽化の問題が出ます。それで医療センターのように、や

はり入院施設をきちんとするということがあり、いろんな患者さんが来てくだ

さるようなことですが、その辺で新しい建物というか、そういうことを検討し

なければならなくなるのではないか。 

今の段階では、５、６年後にはあの建物ももたないですよねというような、

あのままで、多分何もしないでというか、後で委員からご発言いただきますが、

あの建物がどのぐらいものをやればもつのか、新築して幾らかというのはまた

別の話でして、そうすると５、６年後には何らかの形で、新築ないし大規模な
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補強、さらに 15 年とか、そのぐらい維持できること考えなければいけないとか

というふうなことは、維持可能かどうかということで議論しているのですが、

ちょっと建物の問題かというイメージでいいですか。 

○委員 急に振られちゃったので、建物どうのこうのというのはあれですけど、

あくまでも、例えば、よく耐震でどうのこうのとかと言っているところのほう

が、一つは 1982 年のときの建築基準法の改正により新耐震基準に基づいてこう

いうことがどうなっているかというのがあるのですけども、それともう一つは、

この辺で大きな地震がどういう形で想定されるのかというのがあって、今は直

下型というふうに言われているのですけども、そうでないという意見もあるし、

何とも言えないところがあるのですけど、少なくとも、この前のエンジニアリ

ング・レポートの状況から見ると、建物の管理にもよるのですけれども、１階

部分とか、そういうところに弱点があるのだということ。 

そうすると、かなり過重がかかってくるので、その面ではこの部分は見逃し

ていて、何かが起きたときに想定していませんでしたとは、言えませんよね。

ここまでいろんな資料があって、こういうのが出ているんだから、当然に意識

があるのでしょうねと見られる。 

だから、やはり先ほどお話があったみたいに、そこの部分を今後は盛り込ん

でいかなきゃいけないと。 

それから、建物から離れるんですけど、基本の戦略はいいとしても、５年間

の中で計画を立てるときに、例えば人件費であれは、そのまま数字を両方出し

ているのですけど、通常のベースアップ率を考えて、現状の人員構成でいった

らどんなふうに人件費が増えていくのかということも本当に細かくやらなけれ

ばいけないし、変動費、・固定費の中の変動費、特に材料費部分でもそれに合わ

せて変動してくるので、正確に言えばそういうところの部分をある程度盛り込

んでいって、今、お話のあった建築関係の部分の修繕でやっていくというのを、

モデルとして入れていった場合にどういう数値が出るのかというのは、次の課

題と思うのです。 

ただ、少なくともこういうような方向でいこうというのは、決して間違った

考えではないと思いますし、それからもう一つは方向がどうこうしても、やは

り、何らかの、投資しないで、人に関してもそうだし、ものに関しても投資を

しなければ物事が変わっていかない。ただ、無駄な投資はするべきではないね

ということです。 

あと一点なのですけど、病院間の連携の問題で、人の連携どうのこうのとあ

りましたけど、もう一つは、これは私の専門分野なのですけど、例えば、人事

給与とか、そういうことをやっていく場合も、システムがあります。それから、

医療関係の計算をしていくようなシステムというのがあるのです。 

それからもう一つは、内部の話として、事務処理をどんなふうに効率的にや

っていくかというのがあります。そこが、少し細かいところが出ていないので
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すけれども、もしかして、東松戸病院と今の新病院との間が全くばらばらでや

って、同じような事務処理がばらばらでやって重なっているというのがあれば、

そこの部分はうまく中央統制して効率化していくということにありますし、去

年からすごく民間の保険会社とかでやっているのは、単純な事務処理というの

は、もう人間の手ではなくて、ロボットにやらせてしまう。 

ロボットというのは人が動くものではなくでソフトウェアロボットというＲ

ＰＡと言いますけども、それを導入していって、人件費を大幅に削減している

ということが、多くの保険会社でももう導入してきています。 

そういうふうに、直接的にこれは医療に関係ないかもしれない、間接的な部

分のコストの削減として、そういうところも視野に入れて、この５年間の中で

少しかかわっていただければと思います。 

○会長 建物のことで変に振ってしまったのですが、前いただいた資料で見ま

すと、一番、病棟で新しいのが５号館というような形で、昭和 59 年、1984 年

なのです。これが先ほど申し上げた計画で５年後というと西暦で 2023 年。 

2021 年ごろにそれどうするかで、すぐに取りかかっても 2024 年ということ

は、2024 年で 40 年になるのです。 

これまで適切にメンテナンスをしてきたら建物はもつと思うのですが、あま

り適切にしてこなかったとすると、40 年というとかなりお金をかけないと、と

いうのは、一般論としてはいかがでしょうか。 

実際は、なかなかメンテしてこなくて、突然お金がかかってしまうというこ

とがあるのです。 

○委員 今の点をご説明しますと、今回、例えば建てかえとか、改修するとか

というような議論では、今のところは特に入っていないのですけども、こうい

うふうによく建てかえるケースの場合はこうだとか、それから、改修するケー

スの場合はこうだという考え方は、もう、今はとらない。というのは、今お話

があったように、適切なメンテナンスをやるかどうかということによって、全

然その期間や費用が変わってくるので、建物というのはそもそもライフサイク

ルで全体で見ていくということで、公共施設に関しても、今のマネージメント

のやり方が国交省からのガイドラインからも出てきていて、そういうものをど

んどん公共施設はとり入れていますので、計画を立てるときも初年度はこれだ

けで対応する。その後にこういうような維持管理を、こういうふうにやってい

くと、全体として見ると何十年の中では、こういう形になります。全体として

何十年という、１年目、２年目、３年目、４年目というのを、全部合計した費

用で見るやり方もあるし、実は例えば、10 年後の１万円と，現在の１万円と違

いますねというのが、金利分がかかってくる。それで、だから 10 年後の１万円

というのは、1 年目に直すと割引現在価値という形で 1 年目に直さないといけ

ないのですけども、そのときＤＣＦ法という形で全部、計算する場合もあるの

です。 
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そうすると、例えば１年目に光熱水費をかけるために、こんな部分にすごい

お金がかかっちゃって、1年後にはすごく変わっている。 

ところが、これは光熱水費を削減するために一部に金をかけたので、２年目、

３年目以降の光熱水費は通常の、やっているような建設のやり方よりもはるか

に光熱水費、安くできるというような部分を入れていって、全体で判断をして

います。 

だから、先ほど会長がおっしゃったように、ここの部分の建設関係を見ると

きのライフサイクルの部分を入れた形の資料をつくっていただければと思いま

す。 

○会長 ところで、一番、私なんかは素人で気になったのは、一番新しいので

2024 年には 40 年ぐらい経つ。一番古いのは昭和 44 年。増築したり新耐震した

りしている。 

 この病院がどのぐらい使うつもりできちっとメンテナンスされてきているの

だろうか、そういう不安が少し、専門家でないのですけども、本庁舎、営繕の

ほうから見てもらって、その辺のことを指南してもらえるといいかなと思って

おります。どうぞ。 

○委員 建物本体は、まだもつにしても、結局、東松戸病院は国立病院方式と

呼んでいるのですけど、センターの通路をつくって、それに横に張り出す形で

やっているので、いわゆる、ナースステーションから動線が長かったり、40 年

前のいわゆる医療の体制の建物になっているので、やっぱりある程度、今の病

棟の看護のあり方、また、居住環境、アメニティーも含めての体制にしていか

ないと厳しいかなという感じはします。 

全面改築すると、やっぱり相当お金がかかります。大体、これ、199 床とし

て老人保健施設 50 床ないしは場合によっては 100 床となると、300 床規模にな

ると、やっぱりトータルでいくと 80～90 億円ぐらいはいっちゃうと思います。 

どんなにローコストでやっても、私、研究テーマでも病院経営、自治体の病

院経営自体がもう建物の建築と密接に関係しているのです。 

結局、特に田舎の病院とか、中小病院で豪華につくってしまうと、あっとい

う間に借金返済でパンクしてしまうので、一番最近だと、茨城の筑西市の医療

センター、もうすぐオープンですけど、これが 250 床で 70.6 億、消費税前、消

費税入れて 76 億、このあたり恐らく自治体病院では極限に近いです。 

別なところで、同時期に、伊勢市の伊勢総合病院が 300 床で、132 億でつく

っています。 

これ急性期病院だから、いろんな施設があるなり、より高くつくりますけど、

それでもいろんなものをそぎ落としてでも、建物が大きくなれば、金額も大き

くなる。だから、全面建てかえなのか、それとも、例えば外来棟は残しつつ、

一番は４階建ての病棟の部分がここが耐震も弱いし、アメニティーも非常に弱

いので、そこの部分だけ病棟だけつくるってみたいなことで、将来のまた再整
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備に立つみたいな、いろんな選択肢はあるので、それは今回議論するべき内容

ではないので、少なくとも経営がよくなっていけば、建てかえの可能性がある

ぐらいな報告書に、恐らくなると思うし、その際のあり方は、全面改修から全

面建てかえで、その間の幾つかのシナリオ４つか、５つぐらい。それと経営状

況の判断みたいな。 

あと、もう一つだけ、やっぱり、建物が古いとドクター勤務してくれないし、

ナースも勤務してくれないので、やっぱり、スタッフのアメニティーは上げる

ということも、昔は患者さんだけだったのですけど、最近はスタッフが一番人

手不足の時代ですので、スタッフのアメニティーを上げていく。あと、患者さ

んの療養で、例えば、総合医療センターから、やっぱり東松戸にくると療養環

境落ちてくると、やっぱり行きたくないという話にもなるので、そこはある程

度上げておくことも必要なのだろうという感じはします。 

ただし、かけられるコストはやっぱり限界があるという話です。 

○会長 委員にご質問しようと思っていたのです。実際に病院というか、一つ

の経営を危うくするのが過剰建物とか、そういうことだと思います。 

ちらっと出た人件費と言いますか、人事制度の運用みたいなもの、そんなも

のを含めて、今後、将来というか、２、３年で何とか今の経営をよくするため

に、何か考え・アドバイスがありましたら。 

○委員 ありがとうございます。 

今の話を聞いていると、早く建てかえの議論を始めたほうがいいのではない

かと思うところであります。今後、この計画を見ると、稼働率を上げるとか、

人を確保するとか、集患力を拡大していくことになっています。 

やっぱり、それを実現するために、住民にとって安全性の確保も含めて早く

検討していくべきではないかというところです。 

それに、並行して、今おっしゃったような、給与費の見直しというところ、

どこまで逆に言えば、独法化とかも含めて検討していくべきなのかというとこ

ろを、この審議会で議論すべきなのかというのが一つ、大きなところであるの

かな。 

先ほど、会長からは医業収支これぐらいなら、何とか５年くらいは様子見て

いけるのではないかという話がありましたけど、確かに、来年度の事業計画は、

かなりいい数値感にはなってきているので、実は５年後ではなくて、もう既に

来年でもできるようなことが、もう少し前倒しであるのではないのかとか、収

支の、恐らくコストの部分も含めて、まだまだ粗いものだと思うので、そうい

う意味では、それなりに、もう少し改善した絵姿というのは描けるんではない

かな。 

例えば、地域包括ケアをもう少し前倒して実現するとかも含めですけれども、

そんなところは思ったところです。 

あと、私のこれは思想なのかもしれないですけれども、民間でできることは
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民間でやるというのが、地域医療構想でも求められているところですので、そ

の中で、急性期は当然やるのでしょうけど、回復期以降と、それから一般的な

外来です。専門でない部分の不採算部門、検診部門というのを、周辺の医療機

関にシフトしていくという流れというのは、この審議会の中で打ち出せないも

のなのかなというのは、少し思っているところです。 

あと、ばらばらと申しわけないですけど、障害者病棟は先ほど難しいという

ことでした。恐らく、院内の患者属性からすると難しいということであったの

かなと思っています。 

一方で、2 万 2,000 円の単価の病棟を残すというところは、これでいいのか

というのは一つあるのかなと思います。 

先ほど、梨香苑に対して病床数、介護医療院の議論も含めて転換していくと

いうのも一つでしょうし、ないしは、地域包括ケアなり、要は、単価３万円以

上の病棟にしていくというようなことは検討するほうがいいのかな。 

２万円というのは、どうしても、もう療養というか、介護に近い単価水準に

なってきますので、そこはご検討いただきたいと思います。以上です。 

○会長 来年度にも 60 床と、それから人を増やすということでよろしいですね。

この数字で見ると、予定としたら。 

○事務局 地域包括の 60 床というのは来年から始めるということです。 

○委員 この計画で、今のお話で、来年度から人も増やすということですから、

ちょうど人も増やすのであれば、先ほど石川先生から、制度の部分という運営

の制度の議論というのがありましたけど、今、全適でやっても十分に法の枠の

範囲内でも、人事制度のところに手を入れて適正化をする。直すべきところは

直すということもできますので、そこは一緒にまずは議論をしていかれたほう

がよろしいのかなと思います。 

○会長 人事の運用については、今のところ、地方自治法と公営企業法の全部

適用ということで、多くのところが本庁の職員と同じ制度を運用しているとは

思いますけれども、これについては、いずれ、どのような、できないなら今の

話は変更できるのか、できそうもないのかというようなことについては、なか

なか、政治的に難しいこともあるのでしょう 

それを、今、現状、管理者として、これを副会長、管理者としての限界とい

うのがあれば、何か話していただいて、それについて、そういうことで限界あ

るならば、新たな経営主体で運営主体を考えなければならないというのも、意

見に盛り込むというところもあるかと思いますが。 

人事については何かありますか。よろしいでしょうか。委員のところは人事

制度だから、同じ市で何か苦労されているところございますか。 

○委員 苦労しているところは、いっぱいあるんですけど。実際、公的病院で、

こうなっていることよりも、例えば、指定管理者であるとか、いろんな、違っ

たシステムであったほうが、よく見えるというふうな議論があることはありま
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すけれども、実際、ではどんなメリット・デメリット、集約してやっていきま

すと、なかなかそちらに、今すぐに移行してやっていくということの段階では

ないという結論になって、私のところでは、現在のところ、まだ進行しており

ません。 

○委員 私は自治体病院の立場に立つけど、一つだけ、いわゆる、渡り。給与

表なのですけど、普通だと国並み、条件があるんですけどね、それを、例えば、

主任さんだけど、もうどんどん高くなっていって、それで給料が民間と比べる

と理屈に合わないところ、もう国立病院とも合わないような給与表にしてしま

っている地方自治体がやっぱりあるのです。 

ただ、それは地方公務員法の仕事に応じた給与の原則というのが、たしかあ

って、そこに違反するという考え方もあるので、やっぱり適切な給与表という

ものを、しっかり運用していくというのが、これは現場経営改善に私は必要だ

と思っています。 

なぜならば、これで大赤字の状態だと、すぐ民間に業務を委託しろだとか、

もう、職員の身分を失う可能性もあるので、私はちゃんとしたルールで、現状

の既得権にしがみつくよりは、ちゃんとしたルールでやったほうがいいですと

いうふうに言っているので、「渡り」に似たような運用がしておられるのであれ

ば、やっぱり見直しはされたほうがいいのかな。それが、私は公で運営するべ

き、公務員が運営しているべき、どちらかというと、混ざっているのがいいか

なと思っているのです。 

民間と自治体が公的な部分が混ざっていることが安定的な医療提供につなが

っていくという、私は考え方持っているので、それがゆえに、自治体病院もち

ゃんとルールに基づくというか、あるべき姿に人事制度、給与制度も持ってい

くべきだというスタンスには立っています。 

○会長 いかがですか。いわゆる「渡り」、これは公務員、松戸市の問題かもわ

かりませんけども、いかがですか。 

○事務局 「渡り」ということはやっておりません。ただ、病院におきまして

は、在級年数、勤務年数、昇格制度といったものを設けて、毎年、労使交渉し

た中で運用しております。 

○委員 きょうは、向こう５年ぐらいのビジョンと詳細計画をお示しいただい

て、過去の病床数の数字とかをお示しいただいたのですけども、実現すれば、

実績を積んでいけば、計画どおりに行くと思うのですけど、過去に、25 年から

21 年ぐらい、東病院の計画は、ほとんど黒字になるような計画がずっと続いた

ような気がするのですけど。 

絵空計画、これも同じような計画倒れになっちゃうかなというのが、一番の

心配で、やっぱりそれには、この計画をきちっとやって、実績を毎年積み上げ

ていって、評価されるようにしていかないと、建てかえ問題も出てこないし、

全てがうまく回っていかないので、やっぱりこれも実現するためにどうするの
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かということを、新しい院長先生、木村先生を先頭にして、それ以下の先生た

ちにしっかり、在宅診療も含めて頑張っていただかなくてはいけないとエール

を送りさせていただこうと思います。 

○会長 ありがとうございます。 

先ほど、委員からも指摘がありましたけど、もう 31 年度の医業収支、約４億。

これが再来年の今ごろ、クリアーできていなかったら、そこで何らかのことや

らざるを得ない。 

そうなると、来年、単なる地域包括 60 床ということだけではなくて、多分、

いろんなことを同時にやらなければならないだろうと思う。その細かいことは

お示ししておく必要はなくて、こちらではこれでいけばやれそうな、でも、先

ほど、外来の問題ですとか、いろんな事務処理の問題ですとか、医療センター

との関係ですとか、多分、そういうこと、すぐ同時にやらないとたぶんマイナ

ス４億、医業収支 83%をクリアーできないのであれば、それこそ、これ直営で

やってもしようがないではないのという結論が、再来年の今ごろひょっとして

出るのではないだろうかというような感じは、今の皆さんのお考えです。 

そのときに、また別途考える、今すぐにこれは無理ですよというのでは、あ

る意味では東松戸全くチャンスを与えてなくて、覚悟だけでも、つまりレッド

カードということではなくて、ある意味では注意信号でちょうどこれ黄色にな

っていますが、イエローカードなので、これが赤はいつ、再来年の今ごろで 2019

年度の数値が出たときに、これ無理だった、いや無理じゃないか。 

人事制度の渡りはやってませんけど、生涯賃金を保証してくれるという、こ

んないい組織はないわけでして、普通は、民間で、そんなところ、どこもない

です。生涯賃金を保証するから入職したら、というふうに思ったりするのです

けども、それは無理だねという話になると思うので。そういう意味で、来年度

というのを、これに向けてきちっとやってほしい。それより先については、き

ょう、いろいろお話がありましたような、具体的なことで、それを詰めないと

いけない。それは一つには長期入院患者の実態と、そこをできるだけ入院期間

短くしていかなければいけないですから、梨香苑との関係が出てくるし、外来

患者、外来診療機能をどうするか。やはり、そういうものがないと多分、地域

包括を導入しましたよ。枠組みをそうしただけでは、多分、患者も来ないんで

はないか。 

先ほど言いましたように、地域からの患者さんでいけば、ＭＳＷ１人呼んだ

って、入れたって、多分増えやしないし。 

民間では高塚周辺が少ないですから、そこだけではだめかなとか、そういう

ことをいろいろやらなければいけないということを感じたのですけど。 

来年度に向けて、何か、委員から何か、こうしないとだめですよというのが

あれば。 

○委員 一つだけ、これが達成できない最大の要因が医師不足、さらにドクタ
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ーが、今、１名減みたいですけど、２人、３人減るようなことになると、もう

病棟維持できなくなってくるので、いろんな意味で、医師招聘をきちっと対応

するということ、これは絶対条件ですので、松戸の病院局さんを挙げて対応し

ていただきたいのと、あとは、木村先生、新しく就任させて、やっぱりリーダ

ーシップが物すごく重要だと思うので、ただ、変わられたというのは、ある意

味空気が変わった点でいいことでもあるので、最大のピンチではあるけども、

病院にとってはチャンスになると思うので、ぜひ、思い切り力を発揮していた

だければなというふうに思います。 

いろんな議論でたたいて出てきた方向自体は間違いはないかなと思うので、

それを本気でやり抜くということが、やはり必要になってきます。 

これは、院長先生初めとして、スタッフのトップ層、また、一人一人の職員

の方々、これ、職員の方々にもちゃんと伝えてもらいたいのですけど、やっぱ

り、達成できないと、今、会長さんから言われた、指定管理と、自分たちの職

を失うリスクもある。 

病院としては公的なものを存続していくと思います。ただ、職員の職を維持

するためには本気で仕事をしていただきたいということは、これは恐らく、委

員全員の総意に近いと思うので、私もそういうふうに考えていますので、ぜひ、

職員の方、頑張っていただければなというふうに思います。 

○会長 委員、まずは順番に一言ずつ。来年度のエールを。今年度からですけ

れども一番。 

○委員 期待していますということですけど。この、それなりに今回出てくる

計画の数値感とか目標というのは公開をしたりとか、中で周知をされていくと

いうことでいいですかね。というところは１個気になっていますけど、あとは、

先ほど老朽化の話も出ましたけど、必要な修繕とかも含めた投資はしていって

くださいということです。 

○委員 先ほどしゃべりましたので、木村先生に一言、何か話していただいた

ほうがいいのではないでしょうか。 

○委員 結構、そういうふうに厳しく、周りから見られると、恐らくは、この

計画自身も少し曖昧な部分があるので、もう一度見直して実績に合わせた形で

修正をしつつ、今後のことは３年後とか、５年後でできました、できませんで

したではなくて、毎年毎年、モニタリングが、すごく大事で、モニタリングで

前年度のときに、これこれこういうことをやりますということで、こういう計

画を立てました。実績としてではこうでした。 

では、そこの差異が何だったんでしょうか。そこには合理的な理由があるの

でしょうか。マネージメントで足りない部分なかったのですかとか、これは不

可抗力で仕方がないですねというのを、細かく、ぎりぎりとやっていかないと、

なかなか修正ができないかなと思います。 

ある病院のチェーン店というか、日本で何本の指に入るかのような、片っ端
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からいろんなところを買収して、それでチェーン店に生かしてやっているとこ

ろが、月次でミーティングをやっている。その月次で全部、本部にデータが上

がってきて、そのデータの変化で何か異常値があれば、すぐにその責任者が説

明に行って、事前に動きで何かリスクのありそうな点がないかどうかというの

を全部チェックしています。 

そのぐらいまでにやっていただかないと、今後は、自治体の病院も厳しいの

かなと思います。 

○委員 今も木村先生のお話がありましたけど、木村先生は私と医局が同じで

して、研究領域は違いますけれど、同じ釜の飯を食った仲間でございます。 

木村先生に対する私の印象は、極めて、患者さんにも親切ですし、それから、

医局とも協調してやっていける、そういう人であるということを、私は信じて

おりますし、そういうふうなことで、いろいろなことで私も助けてもらったり

しているので、大きな大きな期待をしておりますので、木村先生、頑張ってく

ださい。 

○委員 きょうは、大変、貴重な意見、ありがとうございました。 

この複雑な平成 35 年度までの計画などを含めまして、私も非常に、頻繁に東

病院に行って、練りに練った結果なんですよ。私の印象としては、ちょっと背

伸びしているような、ちょっと努力しないといかんなというような印象のでき

ばえなのですが、きょう、エキスパートの先生にお集まりいただいて、こんな

んじゃあ、不可能だよというようなところを指摘しづらいんじゃないかと思っ

ていたのですが、指摘していただきたかったのですが、これなら努力しないで

できるだろうということでよろしいですね。 

○委員 ハードルは相当高いですけど、要するに、地域包括ケア 60 床を埋めら

れるどうかが、今回のポイントになる。 

そうすると、在宅だとか、とにかく、地域に帰れるかどうかのポイントです。

ここが一番の、最大のハードルだと思います。 

○委員 ありがとうございます。それからもう一つのハードルは、「医師不足は

命取り」と先生おっしゃいましたけど、この辺については、私、少し自信がな

いんです。 

見ていただくとノーサンキューと帰られるのです。これは何回もありました。

それは建物のせいだと僕は思います。 

新病院、センター、つくっていただきました。あれだけで頼みもしないのに

ドクターが集まってきてくれるのです。それの逆を、東病院は今、行っている

のではないかと思いますが、医師の獲得というのは、我々の努力だけではなか

なか叶うものではありませんし、やっぱり、ある時点では、市としても大きな

覚悟をしてもらわないといけないのかなというふうに思います。 

平成 35 年まで、最大の努力はいたします。 

○会長 それでは、木村院長、エールを送りましたので。 
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○事務局 大変、ありがとうございました。 

４月に市立総合医療センターから院長に就任し、やっぱり赤字はどうしても、

もう市に対してもはっきり言って申しわけないという気持ちがあります。やは

り、31 年、みんなに言っているのですけども、ある程度、目標は達成しなけれ

ば、東というものは要らないようなことにもなりますよと、それは医者全員に

言っております。向こうの医者 10 人ぐらいなので、朝とかみんなで顔合わせた

りして、非常に医者同士は顔がよく見える関係でございますので、その辺に関

しては医者一人ひとりに関してはっきり言って、例えば、病床利用率 90％以下

だったら赤字拡大で要らない病院になりますので、その辺は考えてくださいと

言っております。 

もし、私も別に、ここの、本当に毎年評価していただいて結構だと思います。

それで３年後ぐらいには、だめだったらそれこそ本当に、もう公設民営化にし

てしまったほうがいいぐらいに、僕は思っています。 

このぐらいの覚悟で皆さんを、まとめていきたいと思いますので、今回の皆

様の発言で、さらにみんなを鼓舞してやりたいと思います。 

どうも、きょうは、ありがとうございました。 

○会長 大変力強い表明を、ありがとうございました。 

ということで、基本的には今日出していただいたような方向性でもって、や

っていただこうということでございます。 

少し、実効性と言いますか、それを担保する上でも、先ほど委員からありま

した地域包括を 60 床にするときに、どうやって患者を集めるか。 

言い方を変えると、60 日以上いるような患者さんをどうやって後方というか、

居宅を含めて送るか、というようなことを、もう少し検討してほしい。 

それから、今言ったような問題もありましたけど、１回、あの地域における

必要な外来診療機能はどうやっていこうとしているのかという、その辺を、次

回にはまた言っていただきたい。 

それから、できれば、運営の効率化、医療センター事務局、又は、病院局の

関係みたいなものを何か、少しこういったものを言っていただけたら、という

ふうなことで、きょうは終わりたいと思います。 

次回は梨香苑から見たということになります。梨香苑から生まれた東松戸病

院を見るということにもなるし、梨香苑から在宅にいる人たちを見るというこ

とになってきて、それを合わせて東松戸病院と梨香苑のあり方について議論し

たいと思います。 

きょうは以上で終わりたい、よろしいでしょうか。 

どうも、ありがとうございました。 

○事務局 それでは、長時間にわたり、ありがとうございました。 

最後に事務局から連絡事項といたしまして、本日お車を市役所駐車場にお止め

になられました委員の方がいらっしゃいましたら、会議終了後、事務局までお
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申し出下さい。以上をもちまして、第６回松戸市病院運営審議会を閉会いたし

ます。本日はありがとうございました。 

 

以上 


